中小企業信用保険法第2条第5項第5号（セーフティネット保証5号）

の規定に基づく業種の指定に係る調査について
令和６年７月１２日
中小企業庁では、需要の著しい減少等により中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている業種について、中小企業信用保険法第2条第5項第5号（セーフティネット保証5号）の規定に基づいて指定を行っています。（※１）
※１：指定された業種に属する事業を行っており、かつ当該業種に属する事業に係る取引の数量の減少等が生じているため、その経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けた中小企業・小規模事業者は、金融機関から借入れを行う際に信用保証協会の特例保証（一般保証とは別枠で借入額の80％を保証）の利用が可能となる。（参考資料１参照）
現在公表されているセーフティネット保証5号に係る指定は、令和６年９月末日までであることから、この度、令和６年10月以降の業種の指定を行うための業況調査を実施させていただきます。
1．作業内容
（1）業況データの作成
作業ファイルに必要事項を記載の上、提出をお願いします。
業況データは、①生産又は販売に係るデータ、②別添１の原材料等の価格高騰に係るデータ、③別添2の仕入れ価格高騰に係るデータ、④別添３の利益率減少にかかるデータの四種類があり、①を提出する場合は作業ファイルのみ、②～④を提出する場合は作業ファイルのAC列「生産又は販売データ以外のデータを用いる場合」欄を選択の上、別添1、別添2又は別添３を合わせて提出してください。（※２、３）
なお、上記①～④のすべてのデータを提出する必要はありません。
※２：提出いただいたデータを元に、セーフティネット保証５号の次期対象業種の指定を行わせていただく予定です。提出いただいたデータは、積極的に公表することは予定していませんが、国会等からの要請に応じ、場合によっては公表することがあり得ますのでご留意ください。なお、「データの提出＝指定」とはなりません。
※３：調査様式につきましては、日本標準産業分類（第13回改訂版）の細分類（４桁ベース）毎に作成いただきますようお願いします。
　
　※注意※
　　今回の調査から、別添３の利益率減少に係るデータの作成による報告が追加されました。

（2）業況データを提出しない場合
上記①～④のいずれの業況データも提出しない業種については、作業ファイルのAD列「業況データを提出しない理由」欄で以下の理由のいずれかを選択してください。
本欄で理由を記載している場合は、H列～AC列は記載不要。
（調査票を提出しない理由）

①業況が改善しているため、又は業界団体から指定の要望がないため。
（業界団体・既存データ等が無い場合等もこちらに分類してください）
②本業の業況を提出しているので、副業であるその業種の業況まで調査しない。
（※本業が業種指定されずに副業が業種指定されている場合であって、当該副業の売上高等が減少等している場合にはセーフティネット保証5号の利用が可能であることに注意。②を選択する場合には、本業の業種番号及び業種名も記載）

③主に大企業や公的機関、公益法人等によって営まれている業種等であるため。

④農林漁業等に係る信用保証制度等の対象となっているため。
※④を選択する場合には、具体的な制度名を備考欄に記載
⑤その他

※⑤を選択する場合には、具体的な理由を備考欄に記載
2．提出期限

８月１日（木）15時【厳守】
3．注意事項

＜業況データの提出方法＞

＜作業全般＞
・今回は、令和元年～令和６年における４月～６月のデータ（６年分）を用いて実施します。
・ただし、令和６年のデータについて、提出期限までに当該期間のデータの算出が困難な場合は、その理由を調査票に記載した上で、算出可能な最近3ヶ月間のデータを提出してください。（その場合は、過去のデータも同期間のデータを記載。）
（注）必ず、上記のルールに従って、「３ヶ月分のデータ」を提出願います。
（直近月（今回は６月）のデータが間に合わない等の理由から、直近月を空欄のまま提出された場合、調査結果を業種の指定判定に反映できないこととなりますので十分ご注意ください。）
また、年間データのみを提出されても、本制度は四半期ごとの指定であることから、年間データによる業種の指定に係る判定作業は行いませんので十分ご注意下さい。
今回の調査は、前回の調査と同じく６年分のデータが必要になっておりますので、データの収集・記載等についてご留意ください。
＜調査票＞
・記入する調査票（シート）については、全ての項目に記入をお願いします。
・セルの結合は絶対に行わないでください。
また、数値で入力すべきところを文字列で入力する等、当初の入力規則に反する入力は行わないでください。　

・業種の範囲・内容等も可能な限り詳しくお願いします。
・データの出典は必ず記入の上、その集計方法を具体的に記入願います。
また、推計による場合は、その推計方法を具体的に記入願います。
・別添1、別添2又は別添３に記入する場合は、最後に記入欄がある「（参考）売上等の状況」も記入願います。
なお、売上金額の統計データ等が存在しない場合でも、業界の平均販売価格等を用いて、数値を推計してください。
・その他、個別に内容を確認させていただくことがあります。
○以下のものは、原則として指定業種として認められません。
・年度や四半期等、調査票の様式とは乖離したデータのみのもの。
・業界内での少数のサンプルを利用し、業種全体の推計を出しているもの。
・サンプルが特定地域に偏っているもの。（全国的なデータが必要）
以　上　
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